
○工事等に係る低入札価格調査基準価格及び最低

制限価格等の設定について

令和４年（2022年）３月23日 建管第2987号

各建設管理部長あて建設管理課長

〔沿革〕令和5年3月28日建管第1753号改正

このことについて、建設管理部で発注の工事及び工事に係る委託業務の低入札価格調査基

準価格、最低制限価格及び失格基準価格について、次のとおり取扱いを定め、令和４年５月

１日以後に入札（電子入札の場合は開札）を行う工事及び工事に係る委託業務について適用

することとしたので、事務処理を適切に行ってください。

なお、「工事等に係る低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定について」（平成14

年（2002年）10月29日付け建情第494号建設情報課長、技術管理課長通達)は、適用日をもって

廃止します。

記

１ 工事の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定

工事の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格は、「工事等に係る低入札価格調査制度

及び最低制限価格制度の基準の設定等について」（平成14年10月29日付け建情第493号農政

部長、水産林務部長及び建設部長通達）（以下「基準設定通達」という。）の２の(1)又は３

の(1)から得た合計額を次の①又は②により端数処理した額に、100分の110を乗じて得た額

とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分

の9.2を乗じて得た額（１円未満切捨て）とし、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっ

ては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額（１円未満切上げ）とする。

①工事価格が1000万円以上の場合は10万円未満切上げ

②工事価格が1000万円未満の場合は1万円未満切上げ

２ 工事に係る委託業務の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定

工事に係る委託業務の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格は、基準設定通達の２の

(2)又は３の(2)で委託業務の種類ごとに定める設定基準により得た額を次の①又は②により

端数処理した額に、100分の110を乗じて得た額とする。

①業務価格が1000万円以上の場合は10万円未満切上げ

②業務価格が1000万円未満の場合は1万円未満切上げ

また、一の契約の中に二以上の委託業務が含まれる場合は、委託業務の種類ごとに端数処

理した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、委託業務の種類ごとに定め

る設定基準により得た額が、「工事等に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事

務手続について」（平成14年10月29日付け建情第492号農政部長、水産林務部長、建設部長

及び出納局長通達）第３の１の(1)のイからオ又は第４の１の(1)のイからオまでに定める範

囲外となる場合にあっては、次のとおりとする。

(1) 測量、地質調査以外の委託業務については、その額が予定価格の10分の８を超える場合

にあっては、予定価格に10分の８を乗じて得た額（１円未満切捨て）とし、予定価格の10

分の６に満たない場合にあっては、予定価格に10分の６を乗じて得た額（１円未満切上げ）



とする。

(2) 測量については、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては、予定価格に1

0分の8.2を乗じて得た額（１円未満切捨て）とし、予定価格の10分の６に満たない場合に

あっては、予定価格に10分の６を乗じて得た額（１円未満切上げ）とする。

(3) 地質調査については、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては、予定価

格に10分の8.5を乗じて得た額（１円未満切捨て）とし、予定価格の３分の２に満たない

場合にあっては、予定価格に３分の２を乗じて得た額（１円未満切上げ）とする。

(4) 道路清掃については、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価

格に10分の9.2を乗じて得た額（１円未満切捨て）とし、予定価格の10分の7.5に満たない

場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額（１円未満切上げ）とする。

３ 失格基準価格の設定

失格基準価格は、「低入札価格調査制度における調査事務等の取扱いについて」（平成12

年８月21日付け建情第865号農政部長、水産林務部長及び建設部長通達）の２から得た合計

額（１円未満切捨て）に、100分の110を乗じて得た額（１円未満切捨て）とする。ただし、

その額が予定価格の100分の87を超える場合にあっては、予定価格に100分の87を乗じて得た

額（１円未満切捨て）とする。
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